
 

【マイクロチップ装着犬の登録手続き確認フローチャート】 

※ＭＣ：マイクロチップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬にＭＣが装着されている。 市の窓口で登録申請が必要です。 
いいえ 

はい 

指定登録機関の所有者情報を前所

有者から変更した。 

登録されて

いない 

登録されている 

直近の登録（変更登録）した時期は

いつですか。 

令和５年３月

３１日以前 

市の窓口で登録申請が必要です。 

なお、90日齢未満の犬を指定機関に

登録し、かつ、令和５年４月１日以降

に 91 日齢になる場合（令和５年１月

１日以降に生まれた犬）、市への登録

手続きは不要です。 
令和５年４月１日以降 

市に登録済みであるため市の窓口で登録手続き

は不要です。 

ＭＣが鑑札の代わりになります。 

※犬が 90 日齢未満の場合、91日齢になった日に、市に登録されます。 

犬のＭＣ情報は指定登録機関に登

録されている。 

市の窓口で登録申請が必要です。 

※令和４年６月１日以降、購入した犬

は指定登録機関に登録されています。 

変更してい

ない 

変更した 

ペットショップ等から渡された登

録証明書を用いて変更登録すること

で市の登録手続きが不要となります。 

※指定登録機関に登録された犬の所

有者は登録情報を変更しなければい

けません。 


